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生徒指導 

 ① 携帯電話を利用して児童と個人的な連絡を取ったり、児童と携帯電話番号やメールアドレス、

LINEの ID等を交換したりして、個人的なやりとりをしない。 

 ② 児童との教育相談等を行う場合、事前・事後に管理職に連絡・報告する。部屋の扉を開けるな

ど見通しのある状態または複数で行う。 

③ 保護者との懇談・相談等を行う場合、予定時間、場所を事前に管理職に連絡する。また、事後

報告をする。 

 

情報管理 

 ① 個人持ちのＵＳＢ・ＳＤカード・外付けハードディスクを学校で使用しない。 

   ただし、個人持ちデジタルカメラのＳＤカード（写真データのみ）は使用してもよい。 

学校のパソコンに接続する際には、必ずウイルスチェックをすること。 

② 学校用ＵＳＢ（ＰＴＡ各部のＵＳＢを含む）を学校外で使用した場合、必ずウイルスチェック

をしてから学校で使用すること。 

③ 学校用ＵＳＢに保存して自宅で作業できるデータは、個人情報の記載されていない学年・学級

通信、学習指導案、学習資料（プリント等）。成績処理にかかわるデータ及び、個人情報に関

わる内容を持ち出す場合は、必ず管理職に許可を得て、持ち出し簿に記入すること。 

＊学校用ＵＳＢに入れたデータは使用後速やかに消去すること。 

④ 成績に関する記録等、個人情報を教室に放置しない。 

⑤ 職員室の個人の机上に個人情報に関する資料等を放置しない。USBメモリをパソコンに挿し

たままにしない。席を離れる時にはパソコンを閉めるか、シャットダウンする。 

⑥ 学校外で、個人情報に関わることを話題にしない。 

⑦ スマートフォン（携帯電話）は、許可なく校内で持ち歩かない。 

⑧  ＳＮＳ等に学校の様子、表現物などに関わる情報すべてを、掲載・投稿しない。グループ等 

  限定された中であっても投稿しない。 

 

交通安全 

 ① 飲酒運転・酒気帯び運転は絶対にしない。飲酒運転を知っての同乗はしない。 

② 次の日の行動を考えてお酒を飲む量や飲むのをやめる時刻を決める。 

③ 運転中はシートベルトを着用するとともに安全速度を守るなど、交通法規を遵守する。 

④ 運転中に携帯の操作をしない。 

⑤ 事故を起こした場合には速やかに警察へ連絡する。 

⑥ 事故・違反があった場合には管理職へ報告をする。 
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公金管理 

 ① 児童からの集金は教職員が手渡しで受け取る。 

 ② 学級費・教材費等学級集金は通帳管理とする。 

（基本的には現金を学校で保管しないが、やむを得ない場合は必ず耐火書庫に入れ、現金預かり

簿に入れた人が記入する。） 

③ 学年会計が適正に処理されているかについて管理職、事務が毎学期末に確認する。また、保護

者の監査を受ける。 

④ クラブ集金については、集金の記録、購入の記録（レシート・領収書）を残し、年度末に会計

報告を出す。 

 

保護者への連絡 

（１）次の事項は保護者へ電話等で連絡を入れなければならない。 

① 児童が２日連続して欠席した場合。（初日からの連絡が望ましい） 

   ３日連続して欠席した場合、家庭訪問をし、状況を直接伺う。 

② 首から上のけがについては、適切な応急処置の後、電話連絡する。 

   微小なけがであっても、その日のうちに連絡する。 

③ けんか等相手のあるけがについては、双方の保護者にその日のうちに連絡する。 

（その日のうちに、双方児童納得、解決、保護者連絡することを原則とする） 

 

（２）保護者への連絡は学校電話、固定電話を使用し、個人の携帯電話からの連絡は緊急時を除き、

しない。 

 

その他 

   「報告・連絡・相談・確認・記録」を大切に、明るく風通しのよい職場にする。 


